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例会場：ホテルセイリュウ  例会：毎週木曜日 12:30～  HP：http://www.higashiosaka-eastrc.jp  

会長：水上 雅博 ／ 幹事：藤本 良男 ／ 会報資料担当：田原 さおり 

 

 

■ 本日の卓話 

 「一風変わった強制執行」 

       迫谷 聡太 君 

 「親睦活動委員会について」 

       城戸 総一郎 君 

 

■ 今日の歌 

「君が代」 

「四つのテスト」 

   ピアノ 岩島 佳子 先生 

 

■ 例会後 6月度定例理事会 

      新旧合同理事会 

 

 

■ 6月13日（木） 

  卓話 

「ロータリークラブ在籍53年 

 の思い出」   

出口 和義 君 

「さよなら昭和・平成 

     －思いつくまま－」 

        大塚 俊彦 君 

■ 例会後 次年度クラブ協議会 

 

 

（5/30）休会 

（5/23）の出席者数：33名（2） 

 

 

   5/23出席率：62.26％ 

 

 

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数 

会員：65名（免除14名） 

 5/9 5/16 5/23 

HC出席 34(1)名 36(2)名 33(2)名 

MU出席 12(1)名 11(1)名 16(3)名 

修正出席率 86.79％ 87.04％ 87.5％ 
 

 

               水 上 会 長 （5／23分） 

“よろず相談室”が5月19日の日曜日に開催されました。 

私も、東大阪東ロータリーの金看板行事なので、朝から参加したかったのですが、残念ながら身内に不幸があり、途中か

らの参加になりました。 

相談室は、全く相談のない部門もあり、分野が偏ってしまったようです。まんべんなく各分野に相談に来られるという

ことは、なかなか難しいと思います。また、商店街の「ちびっ子フェスティバル」と重なってしまいました。よろず相談

室の会場がうまく取れなくて、一週間ずれてしまったためです。来年は、重ならないようにしたいものです。 

来場者や、献血などは、そこそこ来て頂いて、概ね“よろず相談室”は上手くいったものと思っています。 

  

今日の例会から、事務局もようやく落ち着きを取り戻したようです。 

ライラ・よろず相談室と立て続けだったため、毎日、8 時・9 時まで頑張って頂いていました。本当にご苦労様でした。

大きな行事も、ようやく目処がつき、私達の任期もあと1ヶ月位となってきました。あと少し頑張ります。 

さて、先日私達のクラブが「ライラ」を行いましたが、ライラ終了した時、四ノ宮ガバナーエレクトが、私のところに

来られて、「ライラの基調講演をされた会員の松木俊明さんの、若者への語り掛けがあまりにも素晴らしかった。地区の

青少年関係に入って活躍してもらいたい」との要望がありました。「石田青少年委員長に聞いてみます」と答えました。 

松木さんは、既に地区の職業奉仕委員会に出向になっておりましたので、どうしようか？ということになっておりまし

たが、今回ようやく折り合いがつきました。 

松木会員が、地区ローターアクトに出向変更となり、松木会員の出向に伴う地区職業奉仕委員に、岡田耕治会員をクラ

ブより推薦することになりました。 

岡田さん、松木さん共に、御苦労様ですが、頑張ってください。 

  東大阪東ロータリークラブ事務局 

〒579-8012 東大阪市上石切町1-11-12 ホテルセイリュウ302号室 

TEL:072-985-0189 FAX:072-985-0577 E-mail:higashiohrc@air.ocn.ne.jp 
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来週の例会予定 今 日 の 例 会 

 

先週の出席報告(5/23) 

   

 

会 長 の 時 間 

『職業を語り、誇りを持ってロータリーをエンジョイしよう』 
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6月は 

 ロータリー親睦活動月間です 

http://www.higashiosaka-eastrc.jp/
tel:072-985-0189


 

藤 本 幹 事 

≪これからの予定≫ 

【１】 本日例会後、6月度定例理事会・新旧合同理

事会 於：4Ｆ楓の間 

【２】 6/8（土）東輪会新旧合同会長・幹事歓送迎会

（水上会長、大橋会長エレクト、戸田副幹

事、藤本幹事出席） 

【３】 6/13（木）例会後、次年度クラブ協議会 

【４】 6/15（土）第6回寺子屋子ども食堂 

【５】 6/15（土）青少年交換第8回派遣候補生最終

オリエンテーション・来日学生スピーチ発表

会及び来日学生・派遣学生歓送会（田原靖夫

様、田原会員、田原陽二郎さん出席） 

＜連絡事項＞ 

【１】 本日例会後、4Ｆ楓の間にて6月度定例理事会

ならびに新旧合同理事会を開催致します。今

年度及び次年度理事・役員の皆様、よろしく

お願い致します。 

【２】 6/13（木）例会後、次年度クラブ協議会で

す。次年度の理事・役員・委員長の皆様、よ

ろしくお願い致します。 

 

 

 

◎55周年実行委員会         天野 正亮 

６月１日第５回子供食堂を実施致しました。子供食堂

は幸運にもこれまでいずれの日も好天に恵まれ、今回

もさわやかな初夏の風の中、有意義な１日を子供たち

は過ごしました。只、参加しているほとんどの子ども

は最寄りの縄手東小学校の子供ですが数人は少し離れ

た縄手北小学校の子ども、また、枚岡校区の子どもも

います。今回は縄手北小学校の運動会と重なり、少し

参加者は少なかったようですが２４名の子どもが参加

してくれました。 

いつものように、食事に始まり、学習の時間そして遊

びの時間には私が家庭菜園で育てているジャガイモが

ちょうど収穫の時期になっていましたので、子供たち

と一緒にイモ掘りをしました。おそらくそんな事をし

た事がない子供たちにはよい経験となった事でしょう。

これを行う前にボランティアの人と相談して収穫した

ジャガイモを茹でて、じゃがバターでおやつにする計

画も立てていました、しかし、土の中のジャガイモの

事ですから掘ってみないとわかりません。幸いに豊作

で、早速、準備していたようにボランティアの人たち

がじゃがバターを作ってくれました。自分たちで掘っ

たジャガイモ、ほりたての熱々は子供たちに大好評で

した。また、山村会員は紙を切り抜いて作る紙飛行機

を持ってきていただきました。鋏で型の通り切り抜き

組み立てて飛ばすものです。興味のある子は一生懸命

に頑張りましたが出来上がった飛行機はなかなかうま

く飛びません、しかしそれぞれの子は色々な工夫をし

て頑張りました。 

今回はクラブより山村会員、田原会員、田原会員の御

子息、事務局より岡本さん、泉さんの２名、民生委員会

より２名、ボランティア１１名、私も含めて１６名の

方のご協力を頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹 事 報 告 

委 員 会 報 告 



東京銀座ＲＣへのメイクアップ訪問 

大橋 秀典 

5月22日に森本会員と一緒に東京銀座ロータリークラ

ブへメイクアップに行ってきました。 

例会場はコートヤード・マリオット銀座東部ホテルで

毎週水曜日の12時半から例会をしています。 

会員数は１８１名とのことです。 

先日も銀座通り、晴海通りの歩道一斉清掃をしており、

奉仕活動も活発なクラブと感じました。 

和崎会長の点鐘に始まり、シェイクハンドタイムは無

いものの、おおむね我がクラブと同じような進行でし

た。そして新しい会員の紹介があり、田中貴金属の社

長でした。 

卓話は（株）壱番館洋服店 取締役会長の渡辺明治氏

で、題目は銀座専門店でした。 

渡辺氏は銀座百店会の会長で、銀座みゆき通り美化会

の会長でもあり、銀座百店についての話が面白かった

です。 

なんでも銀座のサロンを中心にそれぞれの店の人たち

の交流が銀座の文化を育くんできたとの話は興味深か

ったです。 

森本さんは今回が初めてのメイクアップとのことでし

たが、楽しかったと思います。 

このようにメイクアップは非常に楽しいので、またメ

イクアップツアーでも企画してはどうでしょうか？ 

皆で行きましょう！ 

臨時理事会議事録 

日 時：2019年5月22日（水） 

Ⅰ．承認事項 

１．松木会員、次年度地区出向所属委員会変更の件 

→次年度地区職業奉仕委員会に出向予定であった松

木会員が、四宮ガバナーエレクトの要望により地

区ローターアクト委員会へ出向変更することを承

認した。

２．松木会員出向に伴う地区職業奉仕委員会委員推薦

の件 

→岡田 耕治会員の地区職業奉仕委員会への出向を

クラブより推薦する事を承認した。 

日 時：2019年5月23日（木） 

Ⅰ．承認事項 

１．内規変更の件（5月23日（木）規定審議委員会に

て決議済み） 

→2016年定款改正に伴う内規の条文参照の訂正がな

されてない為、内規第 5 節の条文を訂正する事を

承認した。 

  旧定款（2013年7月施行） 

  第19条改正 

   ↓ 

  現定款（2016年7月施行） 

  第22条改正 

２．内規第8節において、内規の改正を定めているが、

内規の決定には定足数例会は必要とせず、条文中

に参照しているクラブ細則第15条（細則の改正に

は定足数例会を経なければならない旨を定めた条

文）は矛盾しているため、その箇所を削除し、準則

改正の場合と同様の但し書きを追加することを承

認した。 

→変更前

第8節

本内規の改正はクラブ細則第15条により、規定審

議委員会で改正案を作成し、理事会において決定

する。

変更後

第8節

本内規の改正は、規定審議委員会で改正案を作成

し、理事会において決定する。但し、ＲＩ及びクラ

ブの定款、細則と背馳する内容の改正ないし条項

追加をすることはできない。




